
最低限から最大限の倫理へ

違法

最低限の倫理（線引き）

最大限の倫理（患者さんの幸せ）

法律

専門職
倫理

患者さんの幸せを
目指して、どれだけ
工夫できるか頭を
絞って考える！

←法律を守っておけば
自分たちを守ること
は出来るかもしれない、
しかし患者は幸せにな
らない・・・

（中京大学 稲葉先生）

↓ 患者さんの幸せは教科書に載っていない！
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ここでの多職種連携
は真ではない！



私たち専門家の中にある
最大限の倫理を妨げている要因とは？

⚫ 忙しさを理由に、自分たちの都合を優先し、「これは私たちの
仕事ではない」と理由をつけて断ってしまう

⚫ 目の前の専門家として最低限やるべき仕事しか目に入らず、
「何が患者さんの幸福か？」という最大限の倫理へ思いを馳せ
ることなく、患者の思いが置き去りになる（最低限の倫理で終
わってしまう）

⚫ 自分たちの仕事ではないがしかし、多職種でどうにかして互い
に助け合いながら、互いを補い合いながら、患者家族の最善・
幸福を達成しようと一致団結する連携体制の欠如

⚫ 目的と手段を取り違えてしまい、手段がいつのまにか目的に
なってしまっている（ことに全く気づいていない）
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